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◆診療報酬点数表 ＜別表第一医科診療報酬点数表による＞（抜粋）◆ 
 

 診療報酬の算定方法 

改定：平成２８年３月４日付厚生労働省告示第５２号 

実施：平成２８年４月１日 

 

★改定点は下線部分 
ラジオアイソトープを用いた諸検査 

 

第３部 検  査 
 第３節 生体検査料 

通則 

１ 新生児又は３歳未満の乳幼児（新生児を除く。）に対して本節に掲げる検査（次に掲げるものを除く。）を行った場合は、

各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の１００分の８０６０又は１００分の５０３０に相当する点数を加算する。 

   （イ～ヲ、カ～タ 略） 

    ワ ヲ ラジオアイソトープ検査判断料 

 

２ （略） 

 

 

（ラジオアイソトープを用いた諸検査） 

通則 

区分番号Ｄ２９２〈体外からの計測によらない諸検査〉及びＤ２９３〈シンチグラム（画像を伴わないもの）〉に掲げるラ

ジオアイソトープを用いた諸検査については、各区分の所定点数及び区分番号Ｄ２９４に掲げるラジオアイソトープ検査判

断料の所定点数を合算した点数により算定する。 

 

区   分 点数(点) 備   考 

Ｄ２９２ 体外からの計測によらない諸検査 

 １ 循環血液量測定、血漿量測定 

 ２ 血球量測定 

 ３ 吸収機能検査、赤血球寿命測定 

 ４ 造血機能検査、血小板寿命測定 

４８０

８００

１,５５０

２,６００

注１）同一のラジオアイソトープを用いて区分番号

Ｄ２９２〈体外からの計測によらない諸検査〉若し

くはＤ２９３〈シンチグラム（画像を伴わないも

の）〉に掲げる検査又は区分番号Ｅ１００〈シンチ

グラム（画像を伴うもの）〉からＥ１０１－４〈ポ

ジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮

影（一連の検査につき）〉までに掲げる核医学診断

のうちいずれか２以上を行った場合の検査料又は核

医学診断料は、主たる検査又は核医学診断に係るい

ずれかの所定点数のみにより算定する。 

 ２）検査に数日を要した場合であっても同一のラジオ

アイソトープを用いた検査は、一連として１回の算

定とする。 

 ３）核種が異なる場合であっても同一の検査とみなす

ものとする。 

Ｄ２９３ シンチグラム（画像を伴わないもの） 

 １ 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率 

   （一連につき） 

 ２ レノグラム、肝血流量（ヘパトグラム） 

 

３６５

 

５７５

注）核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすも

のとする。 

 

 

Ｄ２９４ ラジオアイソトープ検査判断料 １１０ 注）ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類又は回数

にかかわらず月１回に限り算定するものとする。 



★改定点は下線部分 
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核医学診断 

第４部 画像診断 

通則 

１ 画像診断の費用は、第１節〈エックス線診断料〉、第２節〈核医学診断料〉若しくは第３節〈コンピューター断層撮影

診断料〉の各区分の所定点数により、又は第１節〈エックス線診断料〉、第２節〈核医学診断料〉若しくは第３節〈コン

ピューター断層撮影診断料〉の各区分の所定点数及び第４節〈薬剤料〉の各区分の所定点数を合算した点数により算定す

る。 

 

２ 画像診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料（以下この部において「特定保険医療材料」という。）

を使用した場合は、前号により算定した点数及び第５節〈特定保険医療材料料〉の所定点数を合算した点数により算定す

る。 

 

３ 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜におい

て、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、１日につき１１０点を所定点数に加算する。 

 

４ 区分番号Ｅ００１〈写真診断〉、Ｅ００４〈基本的エックス線診断料（１日につき）〉、Ｅ１０２〈核医学診断〉及び

Ｅ２０３〈コンピューター断層診断〉に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、

その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算１として、区分番号Ｅ００１〈写真診断〉又はＥ００４〈基本

的エックス線診断料（１日につき）〉に掲げる画像診断、区分番号Ｅ１０２〈核医学診断〉に掲げる画像診断及び区分番

号Ｅ２０３〈コンピューター断層診断〉に掲げる画像診断のそれぞれについて月１回に限り７０点を所定点数に加算する。

ただし、画像診断管理加算２を算定する場合はこの限りでない。 

 

５ 区分番号Ｅ１０２〈核医学診断〉及びＥ２０３〈コンピューター断層診断〉に掲げる画像診断については、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担

当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算２として、区分番号Ｅ

１０２〈核医学診断〉に掲げる画像診断及び区分番号Ｅ２０３〈コンピューター断層診断〉に掲げる画像診断のそれぞれ

について月１回に限り１８０点を所定点数に加算する。 

 

６ 遠隔画像診断による画像診断（区分番号Ｅ００１〈写真診断〉、Ｅ００４〈基本的エックス線診断料（１日につき）〉、

Ｅ１０２〈核医学診断〉又はＥ２０３〈コンピューター断層診断〉に限る。）を行った場合については、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。

この場合において、受信側の保険医療機関が、通則第４号本文の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関に

おいて画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告し

た場合は、区分番号Ｅ００１〈写真診断〉又はＥ００４〈基本的エックス線診断料（１日につき）〉に掲げる画像診断、

区分番号Ｅ１０２〈核医学診断〉に掲げる画像診断及び区分番号Ｅ２０３〈コンピューター断層診断〉に掲げる画像診断

のそれぞれについて月１回に限り、画像診断管理加算１を算定することができる。ただし、画像診断管理加算２を算定す

る場合はこの限りでない。 

 

７ 遠隔画像診断による画像診断（区分番号Ｅ１０２〈核医学診断〉及びＥ２０３〈コンピューター断層診断〉に限る。）を

通則第６号本文に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第５号の届出を行った保険

医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の

保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号Ｅ１０２〈核医学診断〉に掲げる画像診断及び区分番号Ｅ２０３

〈コンピューター断層診断〉に掲げる画像診断のそれぞれについて月１回に限り、画像診断管理加算２を算定することがで

きる。 
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第２節 核医学診断料 

通則 

１ 同一のラジオアイソトープを用いて、区分番号Ｄ２９２に掲げる体外からの計測によらない諸検査若しくは区分番号Ｄ

２９３に掲げるシンチグラム（画像を伴わないもの）の項に掲げる検査又は区分番号Ｅ１００〈シンチグラム（画像を伴

うもの）〉からＥ１０１－４〈ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影（一連の検査につき）〉までに掲

げる核医学診断のうちいずれか２以上を行った場合は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより

算定する。 

   

２ 核医学診断の費用は、区分番号Ｅ１００〈シンチグラム（画像を伴うもの）〉からＥ１０１－５〈乳房用ポジトロン断

層撮影〉までに掲げる各区分の所定点数及び区分番号Ｅ１０２に掲げる核医学診断の所定点数を合算した点数により算定

する。 

 

３ 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、前２号により算定した点数に、一連の撮影について１回

に限り、１２０点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。 

 

区   分 点数(点) 備   考 

Ｅ１００ シンチグラム（画像を伴うもの） 

１ 部分（静態）（一連につき） 

２ 部分（動態）（一連につき） 

３ 全身（一連につき） 

 

 

 

 

 

 

 

１,３００

１,８００

２,２００

 

 

 

 

 

注１）同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は

数回にわたってシンチグラム検査を行った場合にお

いても、一連として扱い、主たる点数をもって算定

する。 

 ２）甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジ

オアイソトープ摂取率を測定した場合は、１００点

を所定点数に加算する。 

 ３）新生児、又は３歳未満の乳幼児（新生児を除

く。）又は３歳以上６歳未満の幼児に対してシンチグ

ラムを行った場合は、当該シンチグラムの所定点数

にそれぞれ所定点数の１００分の８０３０、１００分の

５０又は１００分の３０１５に相当する点数を加算す

る。 

 ４）ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に

含まれるものとする。 

Ｅ１０１ シングルホトンエミッションコン

ピューター断層撮影（同一のラジオアイソトープ

を用いた一連の検査につき） 

１,８００ 注１）甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジ

オアイソトープ摂取率を測定した場合は、１００点

を所定点数に加算する。 

 ２）新生児、又は３歳未満の乳幼児（新生児を除

く。）又は３歳以上６歳未満の幼児に対して断層撮影

を行った場合は、所定点数にそれぞれ所定点数の 

１００分の８０３０、１００分の５０又は１００分の３０

１５に相当する点数を加算する。 

 ３）負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回

数にかかわらず、所定点数の１００分の５０に相当

する点数を加算する。 

 ４）ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に

含まれるものとする。 
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区   分  点数(点) 備   考 

Ｅ１０１-２ ポジトロン断層撮影 

１ １５Ｏ標識ガス剤を用いた場合 

（一連の検査につき） 

２ １８ＦＤＧを用いた場合 

（一連の検査につき） 

３ １３Ｎ標識アンモニア剤を用いた場合 

（一連の検査につき） 

 

７,０００

７,５００

 

７,５００

注１） １５Ｏ標識ガス剤の合成及び吸入、１８ＦＤＧの合成

及び注入並びに１３Ｎ標識アンモニア剤の合成及び注

入に要する費用は、所定点数に含まれる。 

２）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機

関において行われる場合に限り算定する。 

３）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機

関以外の保険医療機関において行われる場合は、所

定点数の１００分の８０に相当する点数により算定

する。 

Ｅ１０１-３ ポジトロン断層・コンピュー

ター断層複合撮影（一連の検査につき） 

１ １５Ｏ標識ガス剤を用いた場合 

（一連の検査につき） 

２ １８ＦＤＧを用いた場合 

（一連の検査につき） 

 

 

７,６２５

８,６２５

注１）１５Ｏ標識ガス剤の合成及び吸入並びに１８ＦＤＧの

合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれ

る。 

２）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機

関において行われる場合に限り算定する。 

３）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機

関以外の保険医療機関において行われる場合は、所

定点数の１００分の８０に相当する点数により算定

する。 

Ｅ１０１－４ ポジトロン断層・磁気共鳴コ

ンピューター断層複合撮影（一連の検査に

つき） 

 

９,１６０ 注１）１８ＦＤＧの合成及び注入に要する費用は、所定点

数に含まれる。 

２）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機

関において行われる場合に限り算定する。 

３）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機

関以外の保険医療機関において行われる場合は、所

定点数の１００分の８０に相当する点数により算定

する。 

Ｅ１０１－５ 乳房用ポジトロン断層撮影 ４,０００ 注１）１８ＦＤＧの合成及び注入に要する費用は、所定点

数に含まれる。 

２）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機

関において行われる場合に限り算定する。 

３）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機

関以外の保険医療機関において行われる場合は、所

定点数の１００分の８０に相当する点数により算定

する。 
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区   分  点数(点) 備   考 

Ｅ１０２ 核医学診断 

 １ 区分番号Ｅ１０１－２に掲げるポジ

トロン断層撮影、Ｅ１０１－３に

掲げるポジトロン断層・コン

ピューター断層複合撮影（一連の

検査につき）、Ｅ１０１－４に掲

げるポジトロン断層・磁気共鳴コ

ンピューター断層複合撮影（一連

の検査につき）及びＥ１０１－５

に掲げる乳房用ポジトロン断層撮

影の場合 

 ２ １以外の場合 

 

４５０

 

 
３７０

注）行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月

１回に限り算定できるものとする。 

 

 
 第４節 薬剤料 

 

区   分 点数(点) 備   考 

Ｅ３００ 薬剤 

 

薬価が１５円を超える場合は、

薬価から１５円を控除した額を

１０円で除して得た点数につき

１点未満の端数を切り上げて得

た点数に１点を加算して得た点

数とする。 

注１）薬価が１５円以下である場合は、算定しな

い。 

２）使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定

める。 

 

 
第５節 特定保険医療材料料 

 

区   分 点数(点) 備   考 

Ｅ４００ フィルム 

 

材料価格を１０円で除して得た

点数 

注１）６歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又

は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に

１．１を乗じて得た額を１０円で除して得た

点数とする。 

 ２）使用したフィルムの材料価格は、別に厚生

労働大臣が定める。 
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特掲診療料の施設基準等（抜粋）          改定：平成２８年３月４日付厚生労働省告示第５４号 

実施：平成２８年４月１日 

第六 画像診断 

一 画像診断管理加算の施設基準 

（１） 画像診断管理加算１の施設基準 

イ 放射線科を標榜している保険医療機関であること。 

ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。 

ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 

（２） 画像診断管理加算２の施設基準 

イ  放射線科を標榜している病院であること。 

ロ  当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。 

ハ   当該保険医療機関において実施される全てのすべての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断につい

て、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。 

ニ  当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも８割以上のもの

の読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。 

二  遠隔画像診断による写真診断（歯科診療以外の診療に係るものに限る。）、基本的エックス線診断料（歯科診療以

外の診療に係るものに限る。）、核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準 

（１） 送信側 

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な

機器及び施設を有していること。 

（２） 受信側 

イ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されており、高度の医療を提供するものと

認められる病院であること。 

 ロ 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。 

三   ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピュータ

ー断層複合撮影及び乳房用ポジトロン断層撮影の施設基準 

（１） ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピュー

ター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影に係る診療料を算定するための施設基準 

イ 画像診断を担当する常勤の医師（核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を

受けた者に限る。）が配置されていること。 

ロ 当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 

ハ 当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。 

（２） 適合していない場合には所定点数の１００分の８０に相当する点数により算定することとなる施設基準 

次のいずれかに該当すること。 

イ (１)のロに掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症

例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一定割合以上であること。 

ロ 特定機能病院、がん診療連携の拠点となる病院又は高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人独

立行政法人に関する法律（平成２０年法律第９３号）第３条の２４条第１項に規定する国立高度専門医療研

究センターの設置する医療機関であること。 




